
令和５年度 保育１日体験研修 実施要綱 
 

 

１ 目的 

保育士資格を持っていながら保育士として就業していない方等を対象として、保育所等に 

おいて体験研修を実施し、保育現場復帰への不安の軽減等を図り、保育所等への就労を支援 

します。 

  

２ 主催   福岡県・公益社団法人福岡県保育協会 

 

３ 対象者  次のいずれかの方 

       ①保育士資格を持っていて、現在保育士の職についていない方 

       ②保育士資格取得見込みの方（保育士養成校の学生の方など） 

       ③保育補助など、保育施設で働くことに興味のある方 

 

４ 実施日時及び場所 

（１）日時  令和５年６月１日～令和６年２月１５日のうちの１日 

（年末年始・盆・祝祭日を除く） 

原則午前１０時から午後３時頃までの保育体験 

（２）場所  福岡県内の認可保育所（園）及び認定こども園（北九州市・福岡市を除く） 

       ※可能な限り申込者の希望と保育所（園）の受入体制を調整して決定します。 

※同一保育所（園）の受け入れは５名（５日）を上限とします。 

  

５ 研修内容 

   調整した日時、保育所（園）で保育体験をしていただきます。 

○園庭での遊び、絵本の読み聞かせなどの保育体験を通じて、子どもたちとの関わり方や

保育の感覚を養うことができます。 

○現役保育士と子どもたちとの関わり方を観察し、保育の流れを学ぶことができます。 

※体験研修中の体験者のけがや第三者に損害を与えた場合の保険に加入しています。 

 

６ 実施手続 

〇体験希望者は、別紙申込書により福岡県保育協会（福岡県保育士・保育所支援センター） 

  あて申し込む。 

〇福岡県保育協会は、希望者の意向と保育所（園）等の受入体制を勘案し調整した上で、 

日時・場所を設定する。 

〇実施保育所（園）等は、５名（５日）を上限として、保育体験を内容とする研修を行う。 

〇実施保育所（園）等は、研修終了から２０日以内に、福岡県保育協会に別紙「体験研修 

終了報告書」により報告する。 

〇福岡県保育協会は、実施報告書を受領した後、実施保育所（園）等に対し、謝礼 

（１園 6,000円/日）を支払う。 

  

７ 問合せ先 

  公益社団法人福岡県保育協会内 福岡県保育士・保育所支援センター 092-582-7955 


